
平成28年度 犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」を開催

　第１部は、平成21年10月、松戸市において発生した、千
葉大生強盗殺人、放火事件の被害者のお母様である荻野

 　第２部は、「命の大切さを学ぶ教室」を受講した高校生２
名が意見発表をしました。

第１部　基調講演

第３部　被害者支援音楽会

第２部　意見発表

千葉県民千葉県民のの

つどいつどい
平成28年11月27日（日）平成28年11月27日（日）
於：千葉市生涯学習センター於：千葉市生涯学習センター

美奈子様に、「友花里 生
いの ち

命の重さ」～あの日から止まってしまった人生～と題して講演をしてい
ただきました。
　事件発生当初から変わらぬ無念さ、受け入れることの出来ない喪失感、被害者支援の重要性
などについてお話をされました。
　講演の最後に被害者である友花里さんに宛てた手紙が朗読され、多くの参加者が涙（共感）
していました。

  第３部は、ソプラノ歌手の飯田祥子さんと、ピアニストの田中裕梨恵さんによるリサイタル。
  飯田さんの伸びのある歌声と、田中さんの素晴らしいピアノ演奏で観衆を魅了しました。

   二人とも犯罪被害者遺族の講演を聴いて、命の大切さを学ぶ教室作文コンクールに応募し
て、今回県民のつどいで意見発表をしていただきました。
　参加者からは、「二人とも遺族の声を聞いての感想だけでなく、自分も加害者になり得ること
を理解して行動しており素晴らしい。」等賞賛の声が聞かれました。

千葉県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター 第25号2017年3月
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犯罪被害者週間（毎年11月25日から12月1日）にあわせ、平成２８年１１月２７日(日)、千葉市中央区の
千葉市生涯学習センターにおいて、千葉県と当センターの共催により「千葉県民のつどい」を開催しました。
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、

国民の理解を深めることを目的として、平成２１年から毎年開催しており、今回も多くの方に参加していた
だきました。

千葉県環境生活部くらし安全推進課
森竹課長挨拶

千葉犯罪被害者支援センター
大槗理事長挨拶
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基 調 講 演基 調 講 演

「友花里　「友花里　生生
いのちい の ち

命命の重さ」の重さ」
～あの日から止まってしまった人生～～あの日から止まってしまった人生～

荻野 美奈子
娘が殺されたのを知ったのは、事件発生から２日後の2009年10月23日でした。
午前９時頃に１本の電話が入りました。「荻野友花里さんの実家ですか？友花里さんが焼け死にまし

た。」松戸警察からでした。
「何ですか。」、「自宅が火事で友花里さんが焼け死にました。」そんなわけないでしょう！あるはずはな
い！友花里が死ぬなんて、それも火事で！何で火事? 爆睡していて気がつかなかった？いつのこと？
頭の中がぐちゃぐちゃで、何もわからなくなりました。電話の向こうで何か声がしていたと思いますが、
よく覚えていません。返事もろくにしなかった、出来なかったと思います。
もしかしていたずら電話？と、そんな思いがふと頭をよぎりました。電話番号を聞いて掛け直しまし

た。同じ人が「松戸警察です。」と言われたと思います。そして「遺体の確認に来てください。すぐに来
られますか。」、「遺体って何よ！友花里は生きているんでしょ！」言われる言葉にいちいち腹が立ち、庭
にいた夫に「友花里が焼け死んだって！」と必死で叫んだと思いますが、声にはなっていなかったと思
います。全く信じることは出来ません。「他に誰かいるなら代ってください。」と言われたので、夫と代
わり話してもらいました。私では埒が明かないと思われたのでしょう。
今思えば事件当日の10月21日、午前９時19分に「お母さん、おはようー !!」って、いつもの元気

な娘からのメールがありました。本人はもちろん、私もその後にこんな悲惨な現実が待っているとは思
いもしません。返信はその時すぐには出来ず、午前11時25分に打ちました。
しばらくして空メールが返ってきました。「なんで空メール？」今までこんなことがなかったのに、と

思いましたが、元気でいると思うから気にも止めずに、こちらから掛けることもしませんでした。午
前11時33分でした。このメールが最後のやり取りになるなんて。今でも信じられません。私の中に
は元気な友花里しかいません。何で焼け死ぬの？死んでいるはずなんかない。警察からの電話を切った
後、早く友花里の無事を確かめたいと娘の携帯に何度も何度も電話を掛けました。「電源が入っていな
い。電波が届かない。」とばかりで、全く本人からは応答はありませんでした。メールを打つと、「送信
しました。」と表示はあるのに返信はなし。
何かあったんだろうか、少し不安になってきましたが、それでも娘が死ぬなんて、そんなはずがない、

絶対間違いに違いない、そう思い続けていました。あと５か月で大学を卒業でした。母校に教育実習に

平成21年10月21日、大学に通うため松戸市内で一人暮らしをしていた兵庫県出身の荻野友花里さ
んが、殺害され部屋に火を放たれました。
犯人は、強盗傷害事件などの凶悪な事件により、平成21年９月に刑期を終え出所したばかりでした。

出所後も短期間に強盗や傷害事件など凶悪な犯罪を繰り返し、ついには殺人事件まで引き起こしたので
した。
犯人は捕まり、第一審の裁判員裁判では死刑判決が下されましたが、第二審で死刑判決は破棄され無

期懲役となり、最高裁で平成27年２月に確定しました。
今回の千葉県民のつどいでは、友花里さんのお母様である荻野美奈子さんに、事件発生当初から変わ

らぬ無念さや、被害者支援の重要性などについて講演をしていただきました。

第１部
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行き、教師になるという夢を実現しようとしていた矢先
でした。あのようなことがなければ、今頃は教壇に立っ
ていたことでしょう。
警察とのやり取りの後、夫はすぐに松戸に向かいまし

た。３月に大きな手術をし、体調に不安がある夫を一人
で行かすには心配でしたが、発達障害があり自立は難し
い友花里の兄である息子を一人には出来ず、私は家で連
絡を待ちました。
万が一友花里が本当に死んでいたなら、一刻も早く家

に連れて帰りたい。その準備をしないといけない、と
言っていました。夫からの連絡を受けるまで何をしてい
たのか。何も手がつかず、体が震えて何も考えることが
出来ませんでした。関東に住む弟や仙台に出張中の義弟
に松戸署に行ってもらうように連絡することが精一杯で

した。とても夫一人では耐えることが出来ないと思ったからです。
結局私も翌日の朝一番の新幹線で行くことになりました。何がどうなっているのかわからないまま、

早く友花里に会いたい！  元気な姿が見たい！  そればかり思い続けていました。
松戸署に着くと警察官から「事件です。」と言うぐらいのことは聞きましたが、それ以上の詳しい事情

はなかったと思います。それに何を話されても理解できなかったでしょう。早く友花里に会いたい。そ
ればかり思い続けていました。会えない時間が流れ、連れて行かれた部屋のテレビを通して娘が殺され
火を付けられたことを知りました。
本当に友花里は死んだの？現実なのか悪夢なのか、気持ちはずっと揺らいでいました。なかなか友花

里とは会えず、２日後にやっと対面できました。習志野警察署の車庫のような所でした。着くと直ぐに
マスクと手袋をするように言われました。ストレッチャーの上に乗せられた棺の中に、横たわった、変
わり果てた友花里の姿がありました。「友花里！友花里！」何度も呼びかけました。思いっきり抱きしめ
たい。抱き上げたかった！この手で友花里を抱きしめ撫でてやりたかった！何で、何でこんなことに
なったの。
ストレッチャーの友花里の距離までは１メートル程でした。私は直ぐにそこに行こうとしましたが、

止められてしまいました。解剖前なので触ることは出来ないと。この手で友花里に触れることも出来な
いのかと悲しさでいっぱいになりました。私にとって、そこにいる友花里は遺体ではなく友花里そのも
のなのに。触れることもさわることも許されないなんて本当に辛かった。
友花里は裸にされ、殺され、焼かれていたのです。「友花里、ごめんね、恐かったやろ！痛かったや

ろ！熱かったやろ！」と話しかけました。夫は隣で「よう辛抱したなぁ、よう辛抱した。お父さんやっ
と来たで！」と泣き叫んでいました。ずっと友花里のそばに居てやりたかった。離れたくなかった。警
察の方に促されて私達は娘に「解剖頑張るんやで！」と言って見送りました。
娘の口は大きく開かれていました。目は「何で殺されなあかんのよ。」と言っているようでした。きっ

と今も何かを訴えたい、伝えたいのだと思います。裸にされ、手足は縛られ包丁で脅され続け、挙げ句
の果てに何度も胸を刺され続けました。誰が自分の部屋でそんなことになると思いますか。授業の準備
で部屋に帰ってきて、鍵を開けた途端、自宅がとんでもない修羅場になろうとは。自分の欲望のためな
らどんな手段も選ばずに平気で全てを奪ってしまう獣と対峙しなければいけなかったのです。娘の人格
も尊厳も踏みにじり、全てを奪ったのです。部屋に帰ってから命を奪われるまでの間、どれほどの恐怖
と戦わなければいけなかったのか。何とか助かりたい！早く犯人に出て行ってもらいたい！パニックの
中で、どうしたらこの場から逃げられるのかを考え続けたに違いありません。その恐怖と屈辱の時間を
考えただけで、親でありながら娘を助けてやれなかった、その場に居てやれなかった無念さと悔しさで
辛いばかりです。
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きっと友花里は「お母さん、お父さん、お兄ちゃん、助けて！」と大声で叫びたかったでしょう。本
当は友花里を我が家へ連れて帰って葬儀をしたかった。でも何日も経っていて、これ以上ドライアイス
で冷たくしておくのは可哀想でした。
遺影は成人式の時のものにしました。成人式の時に着た晴れ着姿の写真がよもや遺影になるなんて、

そのうえまさか死に装束になろうとは！せめてきれいにお化粧をして旅立たせてやりたかった。その願
いもあまりの肌の損傷でかないませんでした。顔を撫でようとしたら、「触らないでください、皮膚が
はがれてしまうから。」と言われてしまいました。焼けてちりちりになった髪、包帯がいっぱい巻かれ
たその額をそっと撫でてやることしか出来ませんでした。
松戸での葬儀を終え、お骨になった友花里を抱いて我が家に着いた途端、息子が娘の部屋からアルバ

ムや教科書等、沢山のものを遺骨の前に並べ始めました。「友花里ちゃん、天国に行っちゃたね。」何度
も何度も自分に言い聞かせるようでした。娘の死んだことを理解できなかったのでしょう。
養護学校を卒業後、近所の老人ホームへ仕事に行っている息子をいつも通りに送り出すと、私は何も

することが出来ず､ 友花里の遺骨から離れることが出来ませんでした。「あんたの人生何やったんかな。
殺されるために千葉に行った訳やないのにな。」、「何で友花里が殺されなあかんのよ。」とりとめもなく
話しかけていました。
よく皆さんが私達に“遺族”と言われますが、私は「家族です。」と言い返したい思いでいっぱいにな

ります。娘が殺されてしまった現実を未だ受け入れることが出来ないのです。
事件後、自宅には大勢のマスコミの人が常に押しかけてきました。大切な娘を失ったうえに、何でこ

んな目に遭わないといけないのか。朝から雨戸を閉め切った生活が半年程続きました。私自身買い物に
行けるようになるまで、何か月もかかりました。（知人と顔を合わせずにすむ遠くのショッピングセン
ターに行っていました。）
四十九日を前に再び千葉に遺品の整理をしに行きました。焼け落ちてしまった部屋に残った物の全て

持ち帰りたかった。娘が生きていた証だから。娘と一緒に一人暮らしの準備をしたときに買った物、ど
れも思い出深い物ばかりです。全部を持ち帰ることは出来ませんでした。ものすごい火災だったのです。
平成23年６月８日、裁判員裁判が始まりました。「死人に口なし」犯人は、何の非もない友花里を卑

劣きわまりないやり方で殺しておきながら、様々な話を作り上げ、娘の尊厳を傷付けていきました。娘
のことを何も知らない犯人に、好き勝手に言いたい放題言われても、法廷では声を上げて叱責すること
も何も出来ないのです。本当に悔しく耐えがたい時間でした。娘は沢山の人の愛情を受けながら私達が
育て上げた自慢の娘です。真実を知りたい。その強い思いで裁判に参加することにしました。
犯人は守られている。これ

だけ重大な事件を犯している
のに、４人もの弁護士がつい
ている。犯人の言い分は何度
も何時間でも聞いてもらえる。
友花里は誰にも守られること
なく､ 言い分は何も聞いても
らえません。法廷に立つこと
すら出来ないのですから。
裁判官や裁判員の方達に、

娘の存在を、命の価値を、重
さを力の限り訴えました。犯
人を目の当りにして居るにも
関わらず、遺影を前に突き出
すことも、「何で友花里を殺
さないといけなかったのか。」
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と質問して追い詰めることも許されなかった。
それでも被害者参加したことで、娘や私達の無念さが、裁判官や裁判員の皆様に伝わったと思います。

判決の日、裁判長から「主文は後回し。」と発せられたときは、［死刑だ!この国には間違いなく正義はあ
る。］と確信しました。裁判員裁判が導入された意義があったと心底思いました。公判中に“死刑”の判
決が出たら従うと何度も言っていた犯人は即刻控訴してきました。真実を語ろうともせず、犯した罪の
重さ、被害者に対して取り返しのつかないことをしてしまったことより、己の身を、命を守ろうとする。
そんなことが許される今の司法制度に私達は翻弄され続けました。
一審の裁判後２年、東京高裁での控訴審はこれと言った審議も全くされず、１回で終わり、４か月後

に判決がありました。その時犯人は出廷もしませんでした。長い間待たせた挙げ句、「死刑は破棄。無
期懲役にする。」村瀬裁判長が言ったその瞬間、私も夫も「何故そんなことになるのか。」頭が真っ白にな
り、悔しさと無念、何より怒り、憤りでいっぱいになり、判決理由など頭に入ってきませんでした。何
度も何度も娘の最後を思うと、「このままでは終わらせない。終わらせたらいけない。何も訴えること
が出来ない娘に代って、私が娘の思いを、正義を、人の道を強く訴えないといけない。」と検察に上告
を願い、失意の中、夫と二人帰路につきました。後日私達の願いが聞き入れられ、最高裁に判断を委ね
られました。
弁論が開かれることを信じ、一日千秋の思いで待っていました。平成27年２月４日に最高裁の上告

棄却の知らせが、私達の代理弁護士を通してありました。「高裁の判決支持と決定した。」と。その意味
が瞬時に理解できませんでした。「そんなことがあるはずがない。」と思っていたからです。そして今で
もまだ「さらなる道があるだろう。」と思い続けています。
高裁にしろ最高裁にしろ、本当に事件の内容を知ろうともせず、唯々先例にならい判決を下しただけ

です。「死刑は、被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという点で、やむ得ない場合に行われる究極
の刑罰であるから、適用は慎重に行わなければならない。殺害直前の経緯や動機がどうであったか問わ
れるところで、この点が明らかになっていない。死刑には常に慎重さと公平性が求められる。犯行態様
が執拗で冷酷非情なものであったとしても、第一審の死刑の判断は合理的なものだとは言い難いところ
である。」私なりに解釈すると、何の非もない抵抗も出来ない娘を残虐に殺した犯人に対して、殺した
のには何か理由があるだろうから、それがわからないと死刑には出来ない。殺したのはたった一人だけ
じゃないか。それも成り行きで殺しただけじゃないか。
こんな風に言っているのです。日本の一番偉い司法権力を持った人が、「被害者の命より、殺人犯の

命の方が重いのですよ。」と言われているように聞こえます。人の命をなんだと思っているのでしょう
か。娘の命はそんなに軽くて値打ちがないのでしょうか。いつまでも自分達法律家が積み重ねてきた判
決理由［殺した人数、計画性等］では一般人には通用しません。凶悪な犯人の人権を守って、また被害
者が出たら誰が責任を取るのでしょうか。一人でも殺人を犯した者は、死刑から審議をすべきです。裁
判員裁判を導入した意義を考えるなら、一審の判決をもっと重く真摯に受け止めるべきです。被害者の
無念は裁判でしか果たせないのをどれだけわかっているのでしょうか。高裁も最高裁も裁判員裁判にし
て、きちんと納得するようにすべきです。そして法律や裁判は決して悪いことをした者に優しくあって
はならないのです。全てを無しにされた被害者がどれ程無念で悔しいか。
被害者支援については、大変なご心労があろうと思います。何せ事件直後の被害者側は全く精神的に

異様になっているからです。様々な状況の中で、寄り添っていただいて、受容してくださったことは、
本当に今日無事に毎日を過ごせていることに繋がっています。警察も被害者支援センターも、いつでも
門戸を開いて受け入れてくださる。そう思えるだけでどれ程心強く安心できるか。そこまでどの被害者
とも信頼関係を築き上げるのは難しいと思いますが、関わりを続けていきたいものです。頼れるところ
はそう多くない現状です。表面的には立ち直っているように見えても、内面は一生娘を失ったあの時か
ら変わることはないのです。
被害者側にとってセンターは大きな拠りどころ、なくてはならない存在です。

5第25号

ニューズレター25号.indd   5 2017/03/14   16:10:23



講演の最後に美奈子さんから友花里さんに宛てた手紙が朗読されました。

友花里を思う
会いたい、会いたい！
あの日から毎日、毎日、母はあなたのことばかりを考え続けています。
あなたがこんな人生の終り方を迎えようとは、誰が想像したでしょうか。
あなたがいることが当たり前、あなたの存在が、母の、父の、そして兄の生きる力になっ
ていたのですから。
悲しみが、悔しさが、憤りが絶えず体から沸き上がってきます。
平成27年２月４日、最高裁で死刑判決が破棄され、無期懲役が確定した日、母は更に
憤りと怒りと悔しさで体中が震えました。
そして、今もその苦しいうねりの中で身を任せて生きているのです。
かけがえのない命、あなたの命を奪われたことを母は今でも受け入れることができない
のです。
あなたと話がしたい。一緒に大きな声で笑いたい。
どんな未来があったのだろうか。
母にも父にも兄にも、きっとキラキラ輝く日があったでしょう。
あなたが自分で切り開いていくその人生を家族皆で応援しながら、共に歩んでいったこ
とでしょう。
すべてが無しになり、どう生きていくかがわからなくなってしまった。あの日から７年
が過ぎました。今もあなたが生きていた日常には戻ることは出来ません。
どれほど沢山の友達があなたの元へ集まってきてくれたことか。今でも誰かがあなたに
会いに来てくれます。家族を連れて賑やかに。
平成28年10月、あなたの命日のプレゼントは、ウェディングブーケでした。あなた
が将来作りたい、作ると言っていたブルーのばら、そのブルーのばらのブーケでした。
友花里が夢に現れて「今年はブーケにして」と言ったからと。
うれしい、けど悔しい!!
あなたのウェディングドレ
ス姿を見ることは永遠にない
のですから。
こんな悲惨な目に遭う人が
もうこれ以上出て欲しくない。
きっとそう思っているあな
たに。
母もあなたの命を被害者の
命の意味を、重さを
失ったものの大きさをあな
たに代って訴え続けます。
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意 見 発 表意 見 発 表第２部

「誰でも」「誰でも」
 植草学園大学附属高等学校３年
 中川　美博　
私は前回「千葉県民のつどい」の犯罪被害者支援音楽会に、高校の合

唱同好会の一員として参加しました。そこで被害者の声を聴くことがで
きました。会に参加していた方々は、「加害者が憎い」「加害者なんかい
なければ…」と加害者を責める言葉や、「あの時どうして…」といったよ
うに、自分を責める言葉を話されていました。必死な訴えを聴くにつれ
て、私の頭の中を家族の顔がよぎりました。
私自身、もし事故で父母や兄弟を亡くしたり、障害が残ったりしたら、

当然加害者を責めると思います。また、今のように心穏やかに生活することが困難になると思います。
なぜかというと、どちらも悲惨で先が見えない生活になってしまうからです。被害者になってしまった
ら加害者を恨み続け、また万が一、加害者になってしまったら被害者に謝り続けなければならない生活
が待っています。
犯罪に対して被害者になることも、加害者になることもまたその関係者になることも自分にも起こり

得ることだとこの日まで考えもしませんでした。しかし、この日を境に私の犯罪に対する意識が変わり
ました。
一つに、「人はどんなに気を付けていても、犯罪の被害者又は加害者になってしまう」ということがあ

るからです。自分が犯罪行為をしないように気を付けていても、父母や兄弟が加害者になってしまう可
能性だってあります。そうなってしまったら、今までの生活はどうなってしまうのでしょうか。考える
と不安です。例えば、私の父が事故を起こしてしまったら、当然今の生活が成り立つはずがありません。
収入が途絶えて学校に通えなくなってしまいます。もしかしたら、この先の生活も分からないままに
なってしまうかもしれません。
また、私が信号を守っていても相手が信号を守ってくれるという保証はありません。実際に私自身こ

のようなことがありました。私は学校の通学や出かける際はルールを必ず守るようにしています。先日
学校からの帰宅途中、自転車で青信号を渡ろうとしました。渡ろうとした瞬間、横からものすごいス
ピードで赤信号を無視した車が横切りました。私がもし渡っていればその車にぶつかり、事故に遭って
いたかもしれないと思いました。いくら自分がルールを守っていても、絶対に事故に遭わないという保
証はないということを実感し、恐怖を覚えました。私はその時、ルールや規則、法律は一体何のために
存在するのだろうと疑問を持ちました。しかし、ルールや規則、法律がなければ、世の中は大変なこと
になるだろうと思いました。
もう一つは、「一人ひとりがルールや規則、法律を守ることが出来れば、犯罪を減らすことが出来る」

ということです。確かに「犯罪の被害者又は加害者に絶対ならない」というのは簡単なことではありま

第２部は、「命の大切さを学ぶ教室」を受講し、同教室の作
文コンクールに応募した高校生２名が意見発表をしました。
一人目の発表者は、植草学園大学附属高等学校３年の中川

美博さん。中川さんは平成27年11月に開催した、平成27
年度千葉県民のつどい第３部の被害者支援音楽会に同校の合
唱同好会の一員として出演しました。その際、基調講演での
遺族の講演や、朗読サークルによる被害者遺族の手記を聴き、
作文コンクールに応募されました。
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せん。しかし、私は「人」と「人」の絆が少しでもあれば、事故や犯罪を減らすことは出来ると思います。
実際に現在、一人暮らしの人が犯罪を起こすケースが増加しています。その人達の大半は、ご近所付合
いがない人が多く、ご近所の方々もどういう人か分からないといった人が多くいます。犯罪を起こした
人は、ご近所からのちょっとした注意にムカついたなどの理由で犯罪を起こす人もいます。私は一人ひ
とりが「事故や犯罪を少しでも減らそう!」という気持ちを持ち続けることが大切だと考えます。
前回「千葉県民のつどい」に参加して、誰もが犯罪の被害者又は加害者になり得ることを認識しました。

だからこそ、国や地方自治体、そして地域の人々がお互いに助け合っていく「絆」と「一人ひとりの自覚」
が必要だと思いました。
私は、「ルールや規則、法律を生活の中で意識し、絶対に守る」と心に誓っています。

二人目は、千葉英和高等学校１年の渡辺千久さんでした。渡辺さんは中学校３年生の時に「誰でもい
いから人を殺して父親に迷惑を掛けてやりたい」と殺意を持った少年が運転する軽トラックに跳ねられ、
銀行員であった次男を殺害された被害者遺族で、全国犯罪被害者の会「あすの会」の会員である澤田美
代子さんの講演を聴き、作文コンクールに応募されました。

　
 千葉英和高等学校一年
 渡辺　千久　
先日、息子さんを事故で亡くしたお母さんから「命の大切さ」につい

てのお話を伺う機会がありました。
私達は、その息子さんの幼い頃から亡くなる直前までの写真を見せて

いただきました。それらの写真に写っていた男の子はとても幸せそうで、
両親の子供に対する深い愛情を感じることができました。
その家族の幸せが息子さんの事故によって、一瞬にして消えてしまっ

たということは、本当に悲しいことです。
毎日当たり前のように過ぎていった幸せな時間が、もう永遠に止まってしまったということがとても

恐ろしく感じました。人の命は、突然なくなってしまうことがあるし、二度と戻らないものなので、決
して粗末にしてはいけないと思いました。そのためには日頃から自分自身の安全に対して、できる限り
気を付けることがとても大切だと思います。
自分が被害者になってしまえば、きっと私の家族や周りにいるたくさんの人が悲しい思いをすると思

います。私自身も大切な人を突然なくしてしまったらと考えると、悲しく辛い気持ちになります。命は
自分一人だけのものではないことを強く感じました。
被害者にならないように気を付けるのは当然ですが、私は今回さらに自分が「加害者」にならないよ

うに気を付けるということも意識しました。例えば自転車による事故のように私達の年齢でも加害者に
なってしまうことがあるので、他人の大切な身体や命を自分の手で傷付けてしまわないように気を付け
ていきたいです。
そして事故の被害や加害も悲しいことですが、周りの人たちを悲しませるだけでなく、苦しめてしま

うのは「自殺」だと思います。自らの手で自分の命を消してしまうということは、絶対にあってはなら
ないことです。「命は自分のものだけではない」という自覚は今後もしっかり持ち続けていきたいです。
今回の講習で、息子さんを失ったお母さんの悲しみは私も共感するものがありました。大切なものを

失う辛さは誰もがあると思います。だからこそ今ある命を大切にするということが生きていく中で最も
大事なことだと私は思います。

「命」「命」
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「生
いのち

命のメッセ－ジ展」
会場入り口のホワイエにおいて「生

い の ち

命のメッセージ
展」を開催し、犠牲者の方の等身大の人型パネル（＝
メッセンジャー）12命が展示されました。
メッセンジャーには、生前の写真とメッセージ文が

添えられ、足元に遺品の「靴」（足跡＝生きた証）が置
かれました。無念にも命を喪い、生きたくても生きら
れなかった犠牲者から「未来につながる命」を守るた
めのメッセージが伝えられました。来場者は、一人ひとりのメッセンジャーに心を揺さぶられ、犯罪や交通
事故のない社会に思いを巡らせていました。

「千葉県民千葉県民ののつどいつどい」 参加者の声(アンケ－ト結果から抜粋)
○基調講演を聴いて
•突然大切な家族を奪われると言うことは、耐えがたく辛いものである。
　包丁で刺されて殺され燃やされて、最愛の娘に触れることさえ許されない。
　なぜ生命を奪われ、未来を奪われ、家族を奪われなければならなかったのか。
　そして犯人は法によって守られている。荻野さんの悲しみ、憤りは計り知れない。
　千葉に来れば、辛かった事件のことを思い出してしまうと思う。そんな中で千葉で講演をしていただい
て感謝し、自分に何ができるかを考える機会となった。

•荻野美奈子さんの言葉で一番心に残っている言葉は「遺族ではなく家族だ」という言葉です。被害に遭
われて感じた素直なご意見を聞くことができ、とても貴重な講演でした。特に、裁判員制度については
考えさせられました。一般人の感覚や意見を取り入れるために始まった制度が、被害者を余計に苦しめ
ている現実を知りました。犯罪者を守る司法ではなく、被害者を守るための司法でなければいけないと
改めて強く思いました。

•事件当日の状況、ご家族の気持ちを考えると言葉が見つかりません。現在の司法制度の見直しの話をさ
れていましたが、私もその通りだと思いました。このような被害者の声があることをもっと広めて、司
法制度を改革すべきだと思います。

•私達では計り知れない辛い毎日を生きている中、強く語ってくださったお話に、同じ母として涙が止ま
りませんでした。今の裁判や被害者の立場をもっと多くの人が知るために、多くのメディアで訴え続け
ても限界があると思います。近くにいる警察の人や、法に関わる弁護士や検事、裁判官の方々の力で、
もっと世の中に発信していくべきなのではと強く思いました。

○意見発表を聴いて
•学生の時から犯罪被害者の声を聞くというのは、学生達にとって非常に貴重な経験になるかと思いま
す。今後もこのような機会を与えてほしいと思います。素晴らしい発表でした。

•命の大切さを学ぶこと、10代の頃からこのことに対し考えること、また学ぶこと、中には厳しい現実
を知ることになることもあると思います。ですが、高校生はしっかりと現実に向き合い、自分たちが被
害者、加害者にならないためには、なってしまったらどうなるのか、そこまでよく考えて意見発表して
いると思いました。

　二人にはこの経験を生かして、社会に貢献し、より良い社会を築いてもらいたいと思いました。
•大勢の人前であるのに立派な発表でした。命の大切さ、犯罪、加害者や被害者にもならないよう、しっ
かりと自分のこととして考え、自分の言葉として想いを伝えてくれました。良かったです。

○音楽会を聴いて
•心に響く歌声、希望を持って明るい社会がさらに広がればと願いながら、耳を傾けました。
•この千葉県民のつどいに相応しいとても素晴らしい演奏だと思いました。心が安まる音色で、とても良
かったです。
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「命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール」で「命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール」で
警察庁犯罪被害者支援室長賞を受賞警察庁犯罪被害者支援室長賞を受賞

「千葉県民のつどい」第２部の意見発表に出演していただいた、植草学園大学附属高等学校３年の中川美
博さんの作文が、第６回「命の大切さを学ぶ全国作文コンクール」の千葉県代表に選出され、警察庁で審査
の結果、警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長賞を受賞しました。
もう一人の出演者である千葉英和高等学校１年生の渡辺千久さんの作文は、前年度の千葉県代表で、同じ

く警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長賞を受賞しています。
※「命の大切さを学ぶ教室」について

警察では、「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり事業」の一つとして、犯罪被
害者等である講演者が、犯罪被害によって受けた様々な「痛み」、「家族を失った思い」等を生徒に直接語
りかけることにより、生徒が犯罪被害者等の思いや立場を理解するとともに、自分や他人の命を大切にす
ること、いじめや暴力をなくすこと、犯罪を犯してはならないという規範意識の向上を図ることを目的に
「命の大切さを学ぶ教室」を開催しています。

警察庁では、同教室を受講した生徒を対象に作文を募集して「命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクー
ル」を開催しています。

第６回「命の大切さを学ぶ全国作文コンクール」受賞者

警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長賞
高校生の部
　植草学園大学附属高等学校３年　　　　中川　美博さん
　千葉県立君津高等学校１年　　　　　　沖崎　雄飛さん
中学生の部
　千葉市立稲毛高等学校附属中学校３年　片山　果恋さん
　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　源馬　綾乃さん

当センターで支援をした被害者のご遺族からお手紙をいただきました。

○○様
初めてセンターへ伺ってから、今まで長い間本当にお世話になりました。
全てに同行していただき、自宅に来ていただいたこともですが、何よりも私の気持ちを大切に接してくださり、

とても優しくしてくださったことを一番感謝しています。
もう会える機会がなくなると思うと､ とても淋しく感じてしまうのですが、本当はこんなことがなければ出
会うはずがなかったと思うと不思議です。
主人は私の一番の味方で、一番の理解者で、唯一私を癒やしてくれる大事な大事な人でした。
今もどうしていなくなったのか、本当にもう会えないのか、どうしても受け入れることが出来ません。
これからの自分のことはまだあまり考えられないのですが、日々を積み上げていくしかないのではと思って
います。
いつも私の話を聞いてくださり､ 体調も心配してくださって本当にありがとうございました。センターに行

かなかったら、私達はもっともっと苦しい思いをしていると思います。　まだまだ前向きなことはあまり言えな
いのですが、何とか元気になろうと思っています。
センターのお仕事はとても大変なことばかりだと思いますが、○○さんもお体に気を付けてお過ごしくださ

い。
一言お礼を伝えたくて書いたのですが、うまく書けませんでした。
またお会いできるとうれしいです。 匿名希望　
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犯罪被害者支援活動を充実させる施策の実施犯罪被害者支援活動を充実させる施策の実施
11第25号

募金箱と被害者支援自動販売機を
設置していただきました
千葉市中央区塩田町において自動車の車検や修理・レッ

カーなどを行っている京王自動車工業（株）様におかれまして
は、お客様や従業員の方々から心のこもった募金を２月１日
に千葉中央警察署を通して寄付としてお届けいただきました。
お礼に伺いました際に当センターの募金箱を事務室に設置さ
せていただいて引き続いてのご協力をお願いいたしました。
なお、社長様のご配慮によりまして、既設の自動販売機

〔エースター（株）〕の売り上げの一部を寄付金として賜るこ
とになりました。当該
自動販売機に当セン
ターの活動内容につい
て掲出し、犯罪被害者
支援活動にさらなるご
協力をいただくことに
なりました。

多額の寄付を　　　　　
　 いただきました 
県内企業の経営者様が集い、経営資質の

向上と地域への貢献を目的として活動して
おられる「月星会」におかれましては、創
立25周年を迎えられたとのことで、記念
式典・祝賀会が１月28日に開催されまし
た。その折に会員様からの「ふくろう募金」
の贈呈があり、千葉県肢体不自由児協会様
とともに多額の寄付を賜りました。
平成25年に引続き二度目のご寄付と

なります。
衷心より
感謝申し
上げます。

１　Wｅｂ決済システム導入で財政的支援の簡略化
当センターでは賛助会費や寄付金について、ＣＡＮＰＡＮ決済サービスを利用したWｅｂ決済システ

ムにて、クレジットカード決済を導入しました。
Ｗｅｂ決済システムは、手軽に寄付などの財政的支援をしていただくことができ、通信に関わるセキュ

リティなどもシステム会社から提供されるため安全に利用することができます。
当センターのホームページからお申込みいただけます。
是非、ご支援･ご協力をお願い申し上げます。

２　メールマガジンの配信開始
当センターでは、犯罪被害者の現状や、被害者支援活動について多くの方に知っていただくために、

メールマガジンの配信を開始しました。
イベントや講演情報、メディア掲載情報など様々な情報をお届けしますので、ぜひ会員登録をお願いい

たします。
登録は無料です。いつでも登録を解除することもできますので、まずはお気軽にご登録ください。

登録方法
●ＱＲコードを利用する方法

右のＱＲコードを読み取り、リンク先のページで 「お名前」「メールアドレス」を
入力のうえ「登録」のボタンをクリックして下さい。

●ホームページから登録する方法
「http://chibacvs.gr.jp」にアクセスし、「メルマガ登録する」のボタンをクリックして、開くページ
にて 「お名前」「メールアドレス」を入力のうえ「登録」のボタンをクリックして下さい。

※メールアドレスは、スマートフォンもしくはパソコンで確認できるアドレスを登録してください。
フィーチャーフォン専用のアドレスでは受信できない可能性がありますのでご注意ください。
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　広く県民の方々から募金していた
だけるカウン
ターや窓口等
に「犯罪被害
者支援募金
箱」の設置を
お願いしてい
ます。

皆様から不要になった本を寄贈していただき、その売却代金をご寄付としていた
だき、支援活動に役立てるものです。不要になった書籍を段ボールや紙袋に詰めて
いただき、申込書（贈与承諾書）にご記入の上、本と一緒に入れてください。なお、
申込書はホームページからダウンロードできますし、事務局に連絡いただければお送
りいたします。取扱業者（株）バリューブックス（℡0120-826-295）に「ホンデリン
グ申込み」の電話をしていただきますと、お近くのヤマト運輸が着払いの送付書を作
成し、回収に指定場所に赴きます。
不要になった本や書き損じのハガキが、犯罪被害者支援活動に有効活用されます。

　自動販売機に被害者支援の広報啓発ポス
ターなどを掲出して広報啓発活動をお願いす
るとともに、売上げの一部を寄付していただく
ものです。社会貢献の一環として協力してくだ
さる施設や企業を募集しています。自動販売
機を扱っている大手の会社様と協定を結んで
おりますので、お手続き等は当センターでいた
します。是非事務局にご連絡ください。

　当センターは平成23年4月1日に公益社団法人に認可されましたので、会費や寄付金等は所得税法上の特定公益
増進法人に対する寄付の優遇措置（所得税法第78条）及び地方税における寄附優遇措置の対象となります。

　公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターでは、犯罪被害者に対する支援の輪を広げ、被害者
支援活動を充実するために皆様にご協力をお願いしております。（メールマガジン会員募集中）

　賛助会員に加入して継続的なご協力をお願いしております。（加入口数は自由です。）
賛助会費 ■法人（団体） １口 年２万円
 ■個人 １口 年２千円
 ■ご寄付 時期・金額を問いません

　「入会申込書」「寄付申込書」を事務局にお送りください。「申込書」はホームページからダウンロード
できますし、事務局に連絡いただければお送りいたします。
　「申込書」が事務局に届きましたら、専用の払込用紙をお送りいたしますので必要事項をご記入
の上、ゆうちょ銀行・郵便局からお振り込みください。
　なお、当センターのホームページ上のWeb決済システムによるクレジットカードでの決済もご利用
いただけます。

「募金箱」の設置

賛助会費・寄付のご案内

ホンデリング事業　～ 本でひろがる支援の輪 ～

「清涼飲料水等自動販売機」による寄付
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《編集後記》
センターでは、平成２９年度中に「性犯罪・性暴力被害
者のためのワンストップ支援センター」を開設すべく準備を
進めています。性犯罪の被害者は、公的機関への相談を
ためらうことも多いと聞きます。センターは民間の支援団体
として、被害者に寄り添った支援を行い、期待される役割
を果たしていかなければなりません。なお、支援のためには
医療機関との連携が欠かせません。協力していただける医
師が一人でも多く現れることを願っています。 （池田）
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